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みえ高校生県議会 

会議録 
○平成 26年８月 20日（水曜日）  

午後１時１分開会  

 

開会  

 

 
 

○三重県議会副議長（奥野英介）  

ただいまから、みえ高校生県議会を開催  

いたします。  

 私は、三重県議会副議長、広聴広報会議

の座長を務めております奥野英介でござい

ます。どうぞよろしくお願いします。  

 なお、本日は手話通訳をお願いしており

ますのでご承知おきください。  

 それでは、まず初めに、永田正巳三重県

議会議長よりご挨拶を申し上げます。  

 

議長あいさつ  

 

 
 

○三重県議会議長（永田正巳）  

 みなさん、こんにちは。三重県議会議長  

の永田正巳でございます。  

 みえ高校生県議会を開催するに当たりま  

して、ご挨拶を申し上げさせていただきま  

す。  

 高校生議員のみなさんには、本日は午前

中からオリエンテーションもあり、ようや

く本番のみえ高校生県議会が始まったと感

じられているものと思います。  

 このみえ高校生県議会は、若者である高

校生の議会に対する関心を高め、そして、

県内の高校生が日ごろから考えていること

を直接聴くことを目的に、今回、三重県議

会として初めて開催させていただくことと

なりました。  

 昨今、若者の政治離れが懸念されている

中ではありますが、県内の高等学校８校か

ら合計 26名の高校生のみなさんにご参加を

いただき、未来を担うみなさんがこの議場

で県政に対する質問や提案をしていただく

ことにつきまして、私ども議員一同、大変

うれしく思っております。  

 高校生議員のみなさんには、大変緊張も

されるかとは思いますが、日ごろから感じ

考えられていることを率直にこの議場で述

べていただければと思います。  

 議会といたしましては、みなさんからの

ご意見をしっかりと聴かせていただき、今

後の議会での議論にできる限り反映してい

きたいと考えておりますので、よろしくお

願いをいたします。  

 最後になりましたが、本日の開催に当た

りまして、ご多忙中にもかかわらずご引率

いただき、また、ご尽力賜りました各学校

の先生方をはじめ、関係者のみなさま方に

心から御礼を申し上げさせていただきまし

て、私からの開会の挨拶とさせていただき

ます。  

 それでは、高校生議員のみなさん、本日

はよろしくお願いいたします。（拍手）  

 

○三重県議会副議長（奥野英介）  

 続きまして、鈴木英敬三重県知事よりご  

挨拶をいただきます。  

 

知事あいさつ  

 

 
 

○知事（鈴木英敬）          

 みなさん、こんにちは。  

 高校生議員のみなさん、ようこそ三重県

議会にお越しをいただきました。心から歓

迎を申し上げたいと思います。  

 また、本日の高校生県議会を開催するに

当たりまして、永田議長、奥野副議長、そ

して、広聴広報会議の議員の先生方、また、

学校関係者のみなさん、保護者の関係者の

みなさん、その他関係のみなさんに多大に



ご尽力いただきましたことにも敬意と感謝

を申し上げたいと思います。  

 さて、今日来ていただいた高校生議員の

みなさんは、今日を迎えるに当たりまして、

自分は三重県をどんなふうにしたいのか、

三重県がこれからどうなったらいいのか、

そういうようなことで、質問の準備など、

大いに議論をしてきていただいたと思いま

す。どうぞご自身の思いを思う存分に述べ

ていただいて、今日の日が、この夏休みあ

るいはこれからの人生において思い出に残

る、そういう１日となることを期待したい

と思います。  

 最近の高校生のみなさんの活躍は大変目

を見張るものがあります。今日も、今この

瞬間、みなさんと同じ時期に、同じ時間に、

甲子園では三重県代表の子たちが一生懸命

頑張っています。また、インターハイなど

でも活躍をしてくれました。また、少し前

でありますけれども、科学の甲子園で優勝

した人たちもいました。  

 県内の高校生の活躍もさることながら、

今、ちょうどこの時期に、広島県、長崎県

の高校生たちが国連のジュネーブの核軍縮

会議に行って、平和について述べています。  

 そういうような高校生の活躍、若い人た

ちの主張、そういうものが世の中を動かし、

これからの社会をよくしていく、こういう

ことは間違いないと思います。  

 ここにいらっしゃるみなさまもよく知っ

ていることもあるかもしれませんが、若者

の主張が世界を動かしたということでいけ

ば、 1992年にブラジルのリオデジャネイロ

で地球環境サミットというのがありました。

そのときに、 12歳の少女、セヴァン・スズ

キさんというんですけれども、その人がス

ピーチをし、そこから、地球環境問題、世

界が変わったと言われています。そのセヴ

ァン・スズキさんは、どうやって直してい

いかわからないものをこれ以上大人たちが

壊すのはやめてくださいと、その一言、そ

の伝説のスピーチと言われているものが世

界の地球環境問題を動かしました。  

 どうかみなさん、今日は自分の思いを述

べていただくに当たりまして、みなさんの

主張が、みなさんの思いが三重県をよりよ

くするんだと、そういう思いを強く持って

いただいて、今日、楽しく有意義に過ごし

ていただければと思います。  

 最後になりますが、本日お集まりの高校

生議員のみなさんがますますこれからも成

長し、そして、三重県の発展にご貢献いた

だくことを心から期待申し上げまして私の

挨拶とします。  

 本日はどうもありがとうございました。

（拍手）  

 

参加者の紹介  

 

○三重県議会副議長（奥野英介）        

 ありがとうございました。  

 鈴木知事におかれましては公務により、

ここで退席をされます。  

 

 
 

 次に、本日参加いただきました高校生議

員のみなさん、各委員会の委員長及び教育

長をご紹介させていただきます。  

 議会事務局長から順番にご紹介しますの

で、名前が呼ばれましたらご起立願います。  

 

○事務局長（鳥井隆男）  

 議会事務局長の鳥井でございます。よろ

しくお願いいたします。  

 それでは、私のほうから高校生議員のみ

なさんをご紹介させていただきます。  

 

 
                  

 聾学校、１番  戸谷麻那議員、２番  松

原健議員、３番  奥本将斗議員。（拍手）  

 次に、四日市工業高等学校、４番  伊藤

広将議員、５番  多賀大樹議員、６番  中

根智子議員、７番  稲見晃議員。（拍手）  

 次に、相可高等学校、８番  藤川江莉奈

議員、９番  出口千紗議員、 10番  鈴木佑

依議員、 11番  大野成美議員。（拍手）  

 次に、神戸高等学校、 12番  生木新大議

員、 13番  割子田瞬議員、 14番  伊藤美音

議員、 15番  寺前蓮議員。（拍手）  

 次に、高田高等学校、 16番  伊藤直司議

員、 17番  山本大介議員、 18番  水元舜議

員、 19番  白木元耀議員。（拍手）  



 次に、四日市高等学校、 20番  今西優果

議員、 21番  長野真帆議員、 22番  山村知

暉議員。（拍手）  

 次に、松阪商業高等学校、 23番  玉城ダ

ニエル議員、 24番  板倉稔功議員。（拍

手）  

 次に、上野高等学校、 25番  田中沙奈議

員、 26番  東佳世議員。（拍手）  

 続きまして、答弁を行います委員会の委

員長をご紹介させていただきます。  

 

 
                  

 粟野仁博総務地域連携常任委員長。  

 

○総務地域連携常任委員長（粟野仁博）  

  よろしくお願いします。（拍手）  

 

○事務局長（鳥井隆男）  

  津田健児戦略企画雇用経済常任委員長。  

 

○戦略企画雇用経済常任委員長（津田健児）  

よろしくお願いします。（拍手）  

 

○事務局長（鳥井隆男）   

小野欽市環境生活農林水産常任委員長。  

 

○環境生活農林水産常任委員長（小野欽市）  

よろしくお願いします。（拍手）  

 

○事務局長（鳥井隆男）  

 濱井初男健康福祉病院常任委員長。  

 

○健康福祉病院常任委員長（濱井初男）  

 よろしくお願いします。（拍手）  

 

○事務局長（鳥井隆男）  

村林聡防災県土整備企業常任委員長。  

 

○防災県土整備企業常任委員長（村林  聡）  

よろしくお願いします。（拍手）  

 

○事務局長（鳥井隆男）  

 吉川新教育警察常任委員長。  

 

○教育警察常任委員長（吉川  新）  

 よろしくお願いします。（拍手）  

○事務局長（鳥井隆男）  

 彦坂公之障がい者雇用促進調査特別委員

長。  

 

○障がい者雇用促進調査特別委員長  

（彦坂公之）  

 よろしくお願いします。（拍手）  

 

○事務局長（鳥井隆男）  

 また、本日は教育長にも出席いただいて

おります。ご紹介いたします。  

 

 
                                                               

 山口千代己教育長。  

 

○教育長（山口千代己）  

 よろしくお願いします。（拍手）  

 

○事務局長（鳥井隆男）  

 山口教育長におかれましては、最後に本

日の感想をいただくこととなっております。  

 ご紹介は以上でございます。  

 

○三重県議会副議長（奥野英介）  

 なお、紹介は省略しますが、主催者であ

ります広聴広報会議の委員も本日出席して

おります。  

 それでは、ただいまからのみえ高校生県

議会の議長は、前半は四日市高等学校の今

西優果議員に、後半は相可高等学校の出口

千紗議員に務めていただきますので、よろ

しくお願いします。  

 それでは、今西議長、議長席にお着きく

ださい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各校の質問及び答弁（前半４校）  

 

○議長（今西優果）   

四日市高等学校の今西優果です。よろし

くお願いします。（拍手）  

 

 
 

 ただいまから、みえ高校生県議会を開会

いたします。  

 直ちに本日の会議を開きます。  

 県政に対する質問を行います。  

 通告がありますので、順次、発言を許し

ます。  

聾学校、１番  戸谷麻那議員、２番  松

原  健議員、３番  奥本将斗議員。  

 

 
〔聾学校  戸谷麻那議員、松原  健議員、

奥本将斗議員〕  

 

○聾学校（松原  健、戸谷麻那）     

 それでは、三重県立聾学校の質問を始め

ます。  

 まず、津波対策としての高所移転につい

てです。  

 三重県立聾学校は、乳幼児から専攻科ま

での幼児・児童・生徒約 100名が在籍して

おり、かつ、下肢障がいをあわせ持つ生徒

もいます。  

 もし学校にいて地震が起きた場合は、

「ひよこぐみ」と幼稚部の子どもたちを高

等部の男子が背負って高台へ逃げるという

予定です。しかし、実際に地震が起きてい

る中で幼い子どもたちを背負って逃げると

いうことは不可能に近いでしょう。なぜな

らば、聾学校は海岸線に近い土地に建って

おり、地盤が弱く、液状化する危険性があ

るからです。そんな危険な場所から全員が、

より早く安全に避難できる方法は本当にあ

るのでしょうか。  

 2030年代の半ばまでに発生すると言われ

ている南海トラフ巨大地震の被害予想が発

表されました。聾学校は海抜２メートル、

それに対し、津市の最大津波高の想定は７

メートルです。この７メートルを超える場

所までは、最短でも２キロ走らなければな

りません。  

 今のままでは、津波から逃げられず避難

できない事態も予想されます。全員が無事

でいられる方法を私たちなりに検討した結

果、聾学校は安全な場所へ早期に移転する

ことが一番ではないかと考えるようになり

ました。  

 そこでお伺いします。  

 

 （パネルを示す）  

※パネル資料は３５ページ上  

 
 

昨年、高台にある城山特別支援学校の草

の実分校とあすなろ学園を三重病院付近に

移転することが決定されました。それによ

り、跡地と校舎があくことになります。  

 あすなろ学園の標高海抜は 14メートルで、

最大津波予想にも十分対応できます。この

条件から、あすなろ学園跡への移転が実現

できれば聾学校の生徒が助かる可能性は大

幅にアップするはずです。  

ぜひ現在の場所から、高所にある県有地

へ聾学校を移転していただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。  

 

○聾学校（奥本将斗、戸谷麻那）  

 次に、実態に即した障がい者の雇用促進

についてです。  

 

 （パネルを示す）  

※パネル資料は３５ページ下  



 
 

三重県の障がい者雇用率は、数年連続ワ

ーストです。昨年６月の調査時点で、県内

に本社がある従業員 50人以上の 989社のう

ち 330社が法定雇用率を達成できず、その

うち約６割は障がい者を一人も雇用してい

ませんでした。  

 障がい者雇用制度を守れない企業には、

納付金を支払わなければならないという罰

則もあります。それにもかかわらずこのよ

うな状況を生み出していることに対し、私

たちは強い憤りを感じています。  

 今年４月、障がい者雇用の大幅アップを

目標に、三重県は三重労働局と合同で未達

成企業への働きかけを本格的に進めると発

表しました。  

 県内の民間企業が法定雇用率をクリアす

ることは、もちろん意味のあることです。   

しかし、障がい者の雇用条件は健常者と

比べてどうでしょうか。雑務的仕事や補助

的な仕事であることが多く、職務内容や賃

金において、決して十分とは言えません。  

さらに、国は重度障がい者のダブルカウ

ント制度を定めています。身体障害２級の

手帳を持っている私たちは、１人採用され

ることで２人分のカウントになります。半

日働くと１日分のカウントをされますが、

賃金はあくまでも半日分です。この規定に

よれば、人数的には半数でも法定雇用率を

満たす企業が出てきます。  

 障がい者の実態は、手帳の級だけではか

れるものではありません。車椅子で移動し

ていても事務仕事を十分にこなせる人もい

ます。  

私たちは、聞こえの部分を除いて、体力

も精神力も何ら問題はありません。それで

も半人前の扱いを受けるしかないのでしょ

うか。  

企業のみなさんに障がい者の実態を十分

に理解していただき、しっかりとした条件

での雇用を促進していただくことが私たち

の願いです。  

 そこで、県として今後どのような対策を

講じていかれるのかお尋ねします。  

 

○教育警察常任委員長（吉川  新）       

 津波対策としての高所移転についてお答

えいたします。  

 

 
 

 平成 26年３月に公表されました南海トラ

フの理論上の最大クラスの地震を想定した

場合にどの範囲まで浸水するか、その深さ

に応じて色分けした津波浸水予想図が発表

されております。聾学校の最大浸水深は１

メートルから２メートルの範囲に色分けさ

れております。  

 また、水深 30センチに到達する予測時間

は 60分から 90分となっています。  

 予測は一つの目安であり、浸水がさらに

深く、あるいはさらに早く来る可能性も考

えれば、高いところへ移転するということ

は非常に望ましいとは思いますが、上の階、

２階、３階、屋上に避難した場合に計算上

浸水を避けられることもあり、これまで聾

学校の高所移転が具体的に議論をされたこ

とはございません。  

 聾学校におかれましては、地震と津波を

想定した避難訓練、また、寄宿舎での避難

行動を学習するための避難訓練を実施して

おると聞いております。また、今回の質問

にいただきましたように、聾学校における

防災意識の高さも感じられます。  

 防災ノートにも記されておりますが、津

波が来そうなら急いで高いところへ逃げて

ください。また、その瞬間に、より早く、

より遠く、聾学校のより遠く、より高くま

で逃げることを諦めない、それから、最後

の最後まで命が助かることを諦めないとい

う 105人の幼児・児童・生徒全員の防災行

動につなげていかれますようお願いを申し

上げます。  

 また、質問にありました城山特別支援学

校草の実分校とあすなろ学園の跡地利用に

つきましては、現時点で具体的な議論にま

で至っていないと聞いております。  

 みなさんが引き続き安全で安心して学習

できる環境で学校生活を送れるように、聾

学校も含めた県立学校の高所移転に関する

考え方の整理につきましては、今回のみな



さんのご提案も踏まえた中でしっかりと調

査してまいりたいと考えております。  

 また、特別支援学校草の実分校とあすな

ろ学園の跡地利用に際しましての今後の県

議会の議論の参考とさせていただきたいと

思います。  

 

○障がい者雇用促進調査特別委員長     

（彦坂公之）  

 私からは、実態に即した障がい者雇用の

促進について答弁いたします。  

 

 
 

 県が昨年５月に実施しました「三重県障

がい者雇用実態調査」によりますと、障が

い者を雇用したことのない企業の約７割が、

障がいのある方に向いている仕事がないこ

とを理由に挙げております。  

また、今後の雇用についても、将来を含

め検討したいと回答した企業は４割弱でし

た。  

 一方、障がい者を既に雇用している企業

では８割を超える企業が、現状を維持、も

しくは今後拡大を考えていると回答してお

ります。  

 この結果から、障がい者雇用の促進には

障がい者の特性に応じた仕事内容の配慮が

必要であり、それにより障がい者の能力を

引き出すことができることについて理解を

促進していくことが重要と考えられます。  

 県では、障がい者雇用アドバイザーによ

る求人開拓や各種制度の普及啓発、特例子

会社の設立支援、優良事例の普及啓発、企

業と障がい者のマッチングの場の設置の取

組を進めているところです。  

 また、三重県総合文化センター、フレン

テみえにステップアップカフェ（仮称）を

設置し、障がい者が就職に向けてステップ

アップできる実践的訓練、企業と障がい者

の接点を増やし、「障がい者が戦力にな

る」ことの理解を促進、障がい者が企業で

定着し、戦力になるための仕組みの強化や

関係機関のネットワークを図っていくこと

としております。  

 さらには、一般就労には至らないものの

働く意欲を持つ障がい者が地域で自立して

生活するための基礎となる新たな就労の場

として、障がいのある人もない人も対等の

立場でともに働くことができる社会的事業

所の創業と安定的な運営を支援しておりま

す。  

 そのほか、国の交付金を活用した「地域

人づくり事業」における障がい者の雇用拡

大や処遇の改善の推進、農業への参入とか

水産業への雇用の拡大等々にも取り組んで

いるところです。  

 本議会では「障がい者雇用促進調査特別

委員会」を本年５月に設置して議論を進め

ております。実は昨日も、障がい者就業・

生活支援センター等にお伺いをして意見交

換を行ったところです。  

 障がい者雇用への理解が深まり、雇用の

拡大や処遇の改善につながるよう、委員会

としても今後議論を深めてまいります。  

 

○聾学校（戸谷麻那）  

答弁していただきありがとうございます。  

 以上で質問を終わります。（拍手）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○議長（今西優果）  

  次に、四日市工業高等学校、４番  伊藤

広将議員、５番  多賀大樹議員、６番  中

根智子議員、７番  稲見  晃議員。  

 

 
〔四日市工業高等学校  伊藤広将議員、  

 多賀大樹議員、中根智子議員、  

稲見  晃議員〕  

 

○四日市工業高等学校（伊藤広将）    

 三重県のスポーツ競技力の強化について、

三重県立四日市工業高等学校の伊藤広将と

多賀大樹が質問いたします。  

 

 
 

 四日市工業高等学校は、三重県から５つ

の部活動が強化指定を受けています。そし

て、今年は７つの部活動が全国高校総体出

場を果たしました。  

 三重県では、「平成 26年度三重県経営方

針」に挙げられているように、さまざまな

スポーツイベントに県内トップチームの選

手を派遣しています。  

 四日市工業高校の生徒として、私たちは

三重県のスポーツがより強化されることを

願っています。そのためには、県内トップ

チームの選手のみならず、全国トップレベ

ルの選手による指導をしていただきたいと

考えています。全国トップレベルの選手に

よる指導があれば、私たち高校生や小・中

学生は今以上に技術を向上させることがで

きます。  

また、将来の夢や目標を持つこともでき

ます。さらに、長い目でみれば、指導を受

けた子どもたちがトップチームの選手とな

り後進の育成をするというサイクルも生ま

れるのではないかと考えています。  

 

○四日市工業高等学校（多賀大樹）  

 しかし、現在の三重県に目を向けると、

全国レベルのトップチームが少ないように

思います。そこで、三重県に本拠地を置く、

野球、サッカー、ラグビーなど、クラブチ

ームの強化のための支援を行っていただき

たいと考えております。  

                  

 
                   

 具体的には、競技場の設備の充実とトッ

プレベルの選手への支援です。  

 三重県にも競技場はありますが、その設

備は全国のトップレベルの選手を育成する

には十分とは言えません。愛知県には豊田

スタジアム、岐阜県には岐阜メモリアルセ

ンター長良川競技場があります。三重県に

もそのような競技場をつくる必要があると

思うのですが、いかがでしょうか。  

 また、トップレベルの選手の中には、練

習の合間に仕事やアルバイトをするなど、

競技力の向上に十分な時間を割くことがで

きていない選手もいます。トップチームの

選手が技術の向上や後進への指導に余裕を

持って取り組めるように県から経済的な支

援をしていただく必要があると思うのです

が、いかがでしょうか。  

 

○四日市工業高等学校（稲見  晃）  

 地域産業における技術力の高度化、活性

化について、三重県立四日市工業高等学校

の稲見晃と中根智子が質問いたします。  

 四日市工業高校では、ものづくり活動に

力を入れています。近年では、ロボット相

撲大会やロボットアメリカンフットボール

大会、ソーラーラジコンカーの全国大会に

出場しており、私たちは技術向上のために

日々努力しています。  

 

（パネルを示す）  

※パネル資料は３６ページ上  



 
 

このパネルは、マシニングセンターを使

っている様子です。また、３Ｄプリンター

などの高性能な機械や最新の技術を授業の

中に取り入れており、私たちはそれらの技

術を学ぶことができます。  

 三重県では、専門高校等における産業教

育の活性化を図るために、平成 27年度に全

国産業教育フェアが県内で初めて開催され

ます。全国的な規模で開催されることによ

り、私たちはトップレベルの技術と競い合

い、学ぶことができます。私たちは、三重

県の高校生のものづくりのレベル、さらに

は三重県の産業がより強化、活性化される

ことを願っています。  

 そのためには、学生や子どもたちが高い

技術を専門的に学ぶことができ、将来の人

材を育成できる施設を充実させる必要があ

ります。また、さまざまな分野の高度な技

術を持った人々が互いの技術を持ち寄り、

共同で研究、開発ができる施設を充実させ

ることも、三重県の産業の強化や高度化に

つながると考えています。  

 

○四日市工業高等学校（中根智子）  

 現在、三重県には「高度部材イノベーシ

ョンセンター」があります。ここでは、民

間企業や大学、研究機関など、多様な連携

による研究開発を促進するとともに、中小

企業の課題解決支援などが行われています。  

  

 
                                                 

しかし、私たちが希望するのは、民間企

業の研究開発を促進することに加えて、

我々高校生や子どもたちが最先端の技術に

触れながら学ぶことができる教育機関の要

素も備えた施設です。  

 

 三重県の地域産業を高度化、活性化する

ためにも、民間企業の研究開発を促進する

とともに、将来県内で活躍する人材を育成

することができる総合的な研究開発施設を

三重県にもつくる必要があると考えていま

すが、いかがでしょうか。  

 

○総務地域連携常任委員長（粟野仁博）  

 私からは、三重県のスポーツ競技力の強

化について答弁させていただきます。  

 

 
 

 まず、四日市工業高校、インターハイに

おきまして、テニス部が団体優勝、全国制

覇されました。本当におめでとうございま

す。私も三重県の一県民として非常にうれ

しく思っておるところであります。  

 先ほど、質問をいただきました。本当に

いい質問だと思っております。  

 本県では、平成 30年に全国高等学校総合

体育大会並びに平成 33年には国民体育大会

並びに全国障害者スポーツ大会の開催が予

定されております。  

また、その前年、平成 32年にはご存じの

とおり東京オリンピック・パラリンピック

の競技大会、さらにその前年、平成 31年に

はラグビーのワールドカップも日本で開催

される予定となっております。本県のスポ

ーツを推進する上で大きなチャンスが訪れ

ているなと感じておるところであります。  

 本県議会といたしましても平成 24年度、

「スポーツ振興対策調査特別委員会」を設

置いたしまして、競技スポーツ水準の向上

に向けた取組の推進、施設整備のあり方の

検討等について県当局に要望したところで

あります。  

 まず、施設整備については、県では国体

の開催に向け、第１種公認陸上競技場とし

て施設基準を満たしていない、伊勢にあり

ます県営総合競技場陸上競技場の大規模改

修を行っているところであります。また、

市町の施設にいたしましても、国体の施設

基準を満たすために行わなければならない

改修等にあっては、来年度からなんですけ

れども、市町への財政支援制度を創設いた

しまして、国体の開催及び国体後も含めた



施設の充実に取り組んでいきたいというふ

うに考えております。  

 スポーツ施設の整備、維持管理には多額

の費用がかかってまいります。限られた予

算の中で最大限の効果を上げることができ

るよう、市町とも協力しながら計画的に整

備を進めていく必要があることから、議会

といたしましても県全体を見据えた議論を

行い、県当局の積極的な取組を促しておる

ところであります。  

 次に、選手への支援についてです。  

 本県では、昨年５月に「三重県競技力向

上対策本部」を設置いたしまして、関係団

体の意見もいただきつつ、指導者の養成確

保並びにジュニア・少年選手の育成強化、

さらには、成年種別におけるチーム数の確

保、競技団体が行う強化活動の支援、また、

新たな財源を活用した取組を進めていると

ころであります。  

 この競技力向上対策本部を中心として、

大学の運動部であったり、企業、クラブチ

ーム等の活動経費に対する助成、今年から

なんですけれども、「三重から発進！未来

のトップアスリート応援募金」というのを

この４月から設置しております。これによ

りまして、選手の強化活動に対する支援を

行っていくところであります。  

 本県のスポーツ推進に当たっては、競技

力の向上だけでなく、県民誰もがスポーツ

に親しむことができるよう、環境づくりも

大事であります。本県議会といたしまして

も、この両者がバランスよく進むよう議論

してまいりたいと思っております。  

 

○戦略企画雇用経済常任委員長（津田健児）  

中根智子さん、稲見晃さんの地域産業に  

おける技術力高度化・活性化についてご答  

弁をさせていただきたいと思います。  

 

 
 

 2012年における三重県の製造品出荷額は

全国９位に位置するなど、本県のものづく

り産業は高い競争力を有しており、みなさ

んを含む本県の専門高校生、特に工業高校

の生徒の方々には、将来的にこの産業を、

三重県、さらには日本のために強化、発展

させていただきたいと大いに期待している

ところです。  

 来年秋に県営サンアリーナ等で開催され

る全国産業教育フェア三重大会では、専門

高校等の生徒の作品やロボット競技、クッ

キング等、全国レベルの高い技術を間近に

見られることから、きっとみなさんの技術

向上にも役立つと思われます。  

 今回ご提案いただいた、高校生や子ども

たちが最先端の技術を学ぶための施設の新

たな設置についてはなかなか困難ですが、

既存の取組を工夫することで、産業技術を

学ぶという教育的要素を満たせるのではな

いかと考えております。  

 例えば、地域産業の担い手となる技能者

の育成を狙いとして、工業高校をはじめと

する専門高校の生徒の技術、技能の向上を

図るため、県では「地域産業担い手の技能

者育成事業」で県内専門高校への企業技術

者等の派遣による技術指導の講演会、工業

高校生の企業内研修施設での研修等を実施

しています。今後、さらに大学や県内企業

との連携を強め、充実した取組になるよう、

県当局に要望していきたいと思います。  

 なお、「高度部材イノベーションセンタ

ー（ＡＭＩＣ）」における先端技術や研究

機器に触れる機会の提供については、調整

を図るよう県当局に伝えていきたいと思い

ます。  

 また、小・中学生ら子ども向けには、夏

の宿泊型のロボット作成キャンプを企画し

たり、４月の科学技術週間にあわせて工業

研究所で科学体験教室を開催し、科学技術

に触れる機会を提供しています。  

 県議会としては、高校生のみなさんや子

どもたちにこうしたさまざまな取組をうま

く活用していただくことで、科学の関心を

深め、また、技術の向上に図られたいと願

っています。  

 ただいまいただいた議論については、し

っかりと委員会のほうで議論をさせていた

だきたいと思います。ありがとうございま

した。  

 

○四日市工業高等学校（伊藤広将）  

 応答ありがとうございました。先ほどの

質問が今後の三重県議会でさらに生かされ

ることを願っております。  

 以上で質問を終わります。（拍手）  

 

 

 

 



○議長（今西優果）  

 次に、相可高等学校、８番  藤川江莉奈

議員、９番  出口千紗議員、 10番  鈴木佑

依議員、 11番  大野成美議員。  

 

                  
〔相可高等学校  藤川江莉奈議員、     

出口千紗議員、鈴木佑依議員、  

大野成美議員〕    

 

○相可高等学校（鈴木佑依）               

 みなさま、こんにちは。相可高校です。

よろしくお願いします。  

 最初の質問ですが、自然にふれあえる、

食の礎など、農業はとてもすばらしい職業

だと思います。しかし、農業をしている若

い人、農業を就職先に選ぶ若い人は、少し

見られますがほとんどいないのが現状です。  

それは、農業は魅力ある仕事だと理解し

ていても、何かに対して魅力がないために

就農者が少ないのではないかと考えます。  

 私たちも農業を学び、その仕事のやりが

いについては理解しているつもりです。  

 

（パネルを示す）  

※パネル資料は３６ページ下  

  
 

相可高校で調査したこのアンケート調査

からもわかるように、私たち農業を学ぶ者

にとっても、農業を仕事にと言われると躊

躇してしまいます。  

 何に魅力がないのかを考えると、一つは

「もうからない」という点ではないでしょ

うか。   

確かに、すごくもうかる農業経営をして

いる方もみえます。でも、全体を見ると、

安定した経営にはまだまだほど遠いのでは

ないでしょうか。  

 もう一つは、農業は国などの補助で手厚

く守られているイメージがあります。その

ために、競争力の低下や新規参入ができに

くかったりなど、若い人たちにとっては刺

激が少なく、おもしろくないとも聞いたり

します。  

 そこで、私たち若い者が農業を仕事にし

たいと思えるような取組を三重県としてお

考えでしょうか。具体的な政策があったら

お聞かせください。  

 日本の農業は危機的な状況にあるのはみ

んなが知っています。ここで何か対策を考

えないと大変なことになってしまいます。  

未来の子どもたちのためにも農業という

仕事を守っていかなければと思っています。  

 

○相可高等学校（藤川江莉奈）  

 二つ目の質問ですが、相可高校では園芸

福祉の普及を目指し園芸福祉活動に取り組

んでいます。  

 

 （パネルを示す）  

※パネル資料は３７ページ上  

 
 

園芸福祉とは簡単に言うと、花や野菜を

育て、みんなで幸せになろうという運動や

実践で、高齢者施設や保育園、また、小学

校や中学生と花や野菜づくりなどによる園

芸交流を行ってきました。そして、それら

の経験を生かして、高校生によるＮＰＯ法

人の設立、運営、さらには地域農産物を利

用した地元企業と共同での商品開発にも取

り組んでいます。  

 

（パネルを示す）  

※パネル資料は３７ページ下  

 

また、その商品を使ってのハンドマッサ

ージ活動も行い、新しいビジネスの形とし

ての方向性も見えつつあります。しかし、

大切なことは、みんなと一緒にコミュニケ

ーションをとりながら花や野菜を育てるこ

とによる活動だと考えています。  

 園芸の持つ効果は、数値であらわすこと

は難しいです。しかし、園芸福祉活動に参

加されるみなさまの笑顔こそが、園芸のも

たらす効果を証明していることではないか

と思っています。  



高齢化、少子化、健康増進、耕作放棄地

の増加など、私たちを取り巻く環境は多く

の諸問題があります。これらの問題を解決

する手段の一つに園芸福祉活動は有効だと

考えています。  

幸福実感日本一を目指す三重県にこそ園

芸福祉を普及させ、三重県民みんなが笑顔

になれるような社会を夢見ています。  

 園芸福祉によるビジネスを創出すること

が園芸福祉の普及につながり、三重県が幸

福日本一になるのです。  

ぜひ園芸福祉によるビジネスを創出でき

るような政策をお願いしたいと思います。  

このことに関して何か政策はありますか。  

 以上２点についてお尋ねいたします。  

 

○環境生活農林水産常任委員長（小野欽市）   

２点にわたってご質問を頂戴しましたの  

でお答えをさせていただきます。  

 

 
 

 まず、魅力ある農業経営を目指すにはと

いう点からご質問を頂戴しました。  

 農業は、安全で安心な農作物を安定的に

供給するとともに、多くの人々に働く場を

提供するなど地域経済を支える重要な産業

であることから、これからはもうかる農業

を目指して、担い手への農地集積などによ

る強い農業経営体の育成のほか、農産物な

どを活用した新商品の開発や販路開拓など

の取組を進めることが大切であると考えて

います。  

 このため、三重県では農地集積を通じた

農業の競争力の強化に向けて、本年３月に

農地中間管理機構を設置して、農地の貸し

借りなどの一層の促進やそれらを円滑に進

めるための仕組みづくりを進めており、こ

れらの取組により、農業の収益力の向上を

図ることはもちろんのこと、さらには、新

規就農者の増加や企業の農業参入が進むこ

となどについても期待しているところです。  

 また、これまでのように単に農作物を生

産するだけではなく、農業者が生産した農

作物を素材として、企業や研究機関などの

知恵と技術を融合させて新たな商品を生み

出す「みえフードイノベーション」の取組

も進めており、これまでに、伊勢茶などを

使った「みえックスキャンディ」や、県南

部地域特産のみかん「セミノール」を使っ

た「みえのソフトクリーム」などの新商品

を開発し、県内のスーパーや土産物店など

で販売したところであります。  

また、相可高校のみなさんの「まごころ

乳液“こまめ”」もこれらの取組の中で開

発をされた商品の一つとなっています。  

 さらに、三重県農林水産物や食品の輸出

拡大を図っていくため、本年３月に設立を

した「三重県農林水産物・食品輸出促進協

議会」において、東アジアやＡＳＥＡＮを

中心に物産展を展開して商品の定番化を目

指すほか、県の国産戦略の取組の一環とし

て、国際見本市への出展やバイヤーの招聘

を通じた商談機会の提供などの取組を進め

ているところでもあります。  

 県議会としても、今回ご提案をいただい

たご意見等も踏まえた上で、今後も引き続

き若者が農業を仕事にしたいと思えるよう

な県施策の推進に向けて、県当局と十分に

議論を進めていきたいと考えています。  

 さらに、園芸福祉による新しい産業の創

出についてのご質問を頂戴しました。  

 園芸福祉は、植物の種まきから成長、収

穫までの過程をさまざまな年代の方々と分

かち合い、その喜びを共有する活動であり、

その活動の幅は、家庭から地域、高齢者や

障がい者などに広く展開されています。  

 本県における園芸福祉の取組は平成９年

ごろから始まっており、伊賀地域、紀南地

域を中心に普及の促進が図られ、平成 12年

２月には全国初となる「三重県園芸福祉研

究会」を設立して、園芸福祉のさらなる普

及促進に努めてきたところであります。  

また、平成 13年 11月には「園芸福祉全国

大会ｉｎ三重」を伊勢志摩地域において開

催したほか、平成 20年２月には、相可高等

学校のみなさんのご協力もいただきながら、

「園芸福祉三重大会ｉｎ相可」を開催して

きたところであります。  

 園芸福祉の取組は、これらの取組を契機

として、県内ネットワークの構築や園芸福

祉士などの専門人材の育成などにもつなが

ってきており、現在では、ボランティアな

ど民間団体の活動の中で一定の定着が図ら

れてきているものと考えています。  

 また、近年では、農村における癒やしや

安らぎの提供、農作業を行うことによる健

康の維持増進の効果等が注目をされ、農業

と医療、福祉が連携をした新たな取組が展

開されています。本県においても、園芸福

祉の推進で得られたノウハウなどを生かし



ながら、農業分野において障がい者の雇用

を受け入れる「農福連携」の取組を進めて

いるところであります。  

 これらの園芸福祉や農福連携などの取組

は、相可高等学校のみなさんが実践されて

いるとおり、これらの活動を契機として新

商品が開発をされるなど、新たな産業の創

出にもつながっていくことがあるものと考

えています。ぜひ、今後も継続して地域の

みなさんの笑顔をつくる園芸福祉の活動を

大いに進めていただき、すばらしいアイデ

アなどが見つかった際には、県においても

「みえフードイノベーション」などの取組

の中でしっかりとサポートさせていただき

たいと思います。  

 今回、みなさんからいただいたご提案等

も参考とさせていただきながら、今後も引

き続き、県議会としては県当局が取り組む

農業と福祉の連携などの取組についてしっ

かりと調査審議を深めていきたいと考えて

います。今回は貴重なご提案をどうもあり

がとうございました。  

 以上でございます。  

 

○相可高等学校（藤川江莉奈）  

 答弁ありがとうございました。  

 以上で質問を終わります。（拍手）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議長（今西優果）  

 次に、神戸高等学校、 12番  生木新大議

員、 13番  割子田  瞬議員、 14番  伊藤美

音議員、 15番  寺前  蓮議員。  

 

   
〔神戸高等学校  生木新大議員、  

割子田瞬議員、伊藤美音議員、  

寺前  蓮議員〕  

 

○神戸高等学校（生木新大）   

まず、地域防災力の向上の取組について

伺います。  

 

 
 

 三重県においては、南海トラフ巨大地震

の発生による大きな被害が想定されていま

す。また、近年増加傾向にあるゲリラ豪雨

などによって、甚大な風水害や土砂崩れな

ども発生しています。このような災害によ

って起こる被害を抑える「防災」、「減

災」のためには、自らの命、身の安全を自

ら守ろうとする「自助」や、自らの地域を

自ら守る「共助」の取組を推進し、地域防

災力を高めていくことが必要だと思います。  

 県の取組として、「自助」や「共助」の

活動が気になったので調べてみました。  

 

○神戸高等学校（伊藤美音）  

 

  （パネルを示す）  

※パネル資料は３８ページ上  

 



 
    

調べたところ、２年前の平成 24年度に三

重県知事が「白い小箱運動」に調印してい

ることが見つかりました。  

 その「白い小箱運動」は、「行政と一体

となり、大切な家族、従業員、地域住民が

互いに助け合える『自助』、『共助』、

『公助』の仕組みをつくるためのもの」で、

具体的には、白い小箱の中には非常食が入

っていて、箱は簡易の和式トイレに組み立

てることができます。  

 災害時にとても役立つものなのですが、

私たちはそれを全く知りませんでした。そ

こで、これに関しての三重県のＰＲについ

て調べてみるとチラシ配布としか書かれて

いなかったのですが、現在、具体的にどの

ようなＰＲをしており、また、今後、白い

小箱のことを広く、深く知られるためにど

のようにＰＲしていくのかお聞かせくださ

い。  

 

○神戸高等学校（寺前  蓮）  

 次に、三重の観光ＰＲについて伺います。  

 

 
 

 みえ県民力ビジョンには、「グローバル

化に対応し、国際競争の中で存在感のある

三重を確立する」とあります。しかし、実

際日本の中でも、まだ三重のことをあまり

よく知らない人が大勢います。  

 例えば、中学校の修学旅行で東京へ行っ

たとき、１人の女性から「どこから来た

の？」と聞かれ、「三重からです」と答え

たとき、あまりよくわからない様子だった

ので「伊勢神宮のあるところです」と言っ

たら、「伊勢神宮って三重だったの」と言

われたことがあります。  

 

 伊勢神宮や熊野古道など観光地は多いの

に、それが三重県だと知られていないこと

が多くあります。「実はそれ、ぜんぶ三重

なんです！」というキャッチコピーの三重

県としては、世界よりまず国内に目を向け

るべきだと思います。  

 そこで考えたのですが、やはりＳＮＳで

の広報活動は必要不可欠であると思います。  

 

○神戸高等学校（割子田  瞬）  

 また、動画配信サイトＹｏｕＴｕｂｅな

どで三重県の観光地などをアピールする動

画なども効果的だと思います。  

 

 
                 

 調べてみると、「三重県観光プロモーシ

ョン」という動画を見つけることができま

した。見てみたところ、正直、あまり見や

すいものではありませんでした。三重県の

季節ごとの行事が紹介されているだけで、

その一つ一つの行事のよさや、どこを一番

伝えたいのかが伝わってきませんでした。  

 私たちの意見としては、それぞれの地域

ごとでの一番見てほしいところを、その地

域でのマスコットキャラクターなどを使用

して３分ぐらいの短い時間で小出しにして

いくと見やすくなり、本当に知ってほしい

情報をより効率的に、見ている人へ伝えら

れると思います。  

 2010年以降更新されていないＹｏｕＴｕ

ｂｅでの動画を、昨年の伊勢神宮での式年

遷宮、熊野古道の世界遺産登録 10周年など、

波に乗っていると言ってもいい今、また動

画を更新していき、ＹｏｕＴｕｂｅなどの

動画配信サイトをよく使う若い世代へアピ

ールしていくべきだと思うのですが、若い

世代へのアピールについてはどのようにお

考えかお聞かせください。  

 

 

 

 

 

 

 



○防災県土整備企業常任委員長（村林  聡）  

東日本大震災の発生から３年がたちまし  

たが、東北地方では現在もなお、復興に向  

けた努力が続けられております。  

 

 
 

 私たちは、この震災から学んだ多くの教

訓と課題をしっかりと受けとめる必要があ

ります。中でも、地域防災力を高めること

の重要性について、改めて認識させられる

ことになりました。これらのことを踏まえ、

今後は県民のみなさんの「自助」、「共

助」の意識を高め、地域全体に浸透させる

ことにより、今後発生のおそれがある南海

トラフ巨大地震などに備え、さらに防災力

を高めることが求められます。  

 質問をいただきました「白い小箱運動」

については、県民一人ひとりが「自助」の

考えのもと防災意識を高めるきっかけとな

るよう取り組まれているところです。  

 白い小箱は１人１日分の食料や水などが

入っており、災害の備蓄として、また、他

県等の災害発生時における救援物資として、

箱そのまま県内外の方のために救援物資と

して役立てることができる重要な取組であ

ると考えております。  

 昨年の本会議の一般質問や常任委員会に

おいても、多くの議員から「白い小箱運

動」の推進を求める意見や今後の運動の展

開について質問がなされるなど、県議会の

中でもその重要性が認識されております。  

 県では平成 24、 25年の２年間、まずは広

く県民のみなさんに白い小箱を知っていた

だき、あわせて個人備蓄の重要性を理解し

ていただくため、運動の趣旨や小箱の中身

を紹介するキャラバン活動を県や市町のイ

ベント会場などで実施してきました。  

また、三重テレビ放送の番組「レッツ！

防災」で「白い小箱運動」の取組を紹介す

るなど、マスメディアを活用した情報発信

にも取り組まれております。  

 今後は、白い小箱の周知や、備蓄の必要

性だけでなく、備蓄そのもののあり方、つ

まり備蓄する場所や災害時における活用方

法などについて整理した上で県民のみなさ

んにお示しするとともに、防災意識を高め

るためのさらなる取組も展開されると聞い

ておりますので、県議会としても今後の取

組をしっかりと注視していきたいと思いま

す。  

 最後に、今回いただいた意見は委員会等

で議論の参考にさせていただきたいと思い

ます。ありがとうございました。  

                  

○戦略企画雇用経済常任委員長（津田健児）  

割子田瞬さん、寺前蓮さんの三重の観光  

ＰＲについてお答えをさせていただきます。  

  

 
 

本県を訪れる観光客の大半は日本人であ

るため、国内での地域間競争に打ち勝ち、

数ある観光地の中から三重を選択していた

だけるよう、まず、国内向けに三重県の観

光ＰＲをしっかりとしていかなければなり

ません。  

 そこで、本県では、昨年の神宮式年遷宮

や今年の熊野古道世界遺産登録 10周年とい

う好機を捉え、昨年４月から３年間にわた

り、「三重県観光キャンペーン～実はそれ、

ぜんぶ三重なんです！～」を官民一体とな

って展開しています。  

 今回提案をいただきましたＳＮＳでの広

報やＹｏｕＴｕｂｅによる観光動画の配信

は、若い世代に対する三重の魅力のＰＲに

効果的と思われ、例えばＳＮＳに関しては、

昨年から三重県観光連盟と提携して、Ｆａ

ｃｅｂｏｏｋやＴｗｉｔｔｅｒ、ＬＩＮＥ

を運用しており、今の時期では県内各地の

花火大会や夏祭りなど、旬の観光情報が発

信されています。  

 また、動画に関しては、三重県観光キャ

ンペーンを紹介する１分の動画と、みえ旅

案内所や三重県内の観光地を紹介する５分

の動画を作成し、中部国際空港（セントレ

ア）などで活用しており、状況に応じて使

い分けをしています。  

 さらに、三重県観光キャンペーンの北勢

部会では、ご当地キャラクターの活用を含

む新たな観光ＰＲ動画の作成や配信に向け

た取組も進められています。  

 中高生を含む若い世代に三重の魅力がき

ちんと伝わり、三重ファンになっていただ



ければ、将来的に有望なリピーターとして

大いに期待できます。県ではＳＮＳや動画

以外にも、「パワーすぽっと三重」や「ご

ほうびすぽっと三重」、「たのしいみえの

のりもの」など、テーマを絞ったパンフレ

ットの作成、『ＯＺｍａｇａｚｉｎｅ
オ ズ マ ガ ジ ン

』や

『Ｈａｎａｋｏ
ハ ナ コ

』などの雑誌への記事掲載、

また、各地のイベントにおけるご当地キャ

ラクターの活用等に取り組んでいますが、

これらも含めてさらに若い世代等を対象に

した観光ＰＲが強化されるよう、引き続き

委員会等で議論していきたいと思います。  

 鋭い質問でした。大いに参考になりまし

た。  

 

○神戸高等学校（生木新大）  

 応答ありがとうございました。  

 以上で質問を終わります。（拍手）  

 

○議長（今西優果）  

 それでは、議長交代のため、着席のまま、

暫時休憩いたします。（拍手）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各校の質問及び答弁（後半４校）  

 

○議長（出口千紗）  

 相可高等学校の出口千紗です。よろしく

お願いします。（拍手）  

 

 
 

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 県政に対する質問を継続いたします。  

高田高等学校、 16番  伊藤直司議員、 17

番  山本大介議員、 18番  水元  舜議員、

19番  白木元耀議員。  

 

 
〔高田高等学校  伊藤直司議員、  

山本大介議員、水元  舜議員、  

白木元耀議員〕  

                 

○高田高等学校（白木元耀）   

私たちは、三重県のへき地医療について

の質問を３つしたいと思います。  

 

 
                 

 へき地医療で一番問題となるのが医師不

足であると考えます。  

三重県では平成 21年から、都市の病院と

へき地の病院との間に提携を結び、後期臨

床研修医をへき地の病院に送る「バディホ

スピタルシステム」という制度が医師不足

への対策として行われていると聞きました。  



 そこで、この「バディホスピタルシステ

ム」について質問をします。  

 私は、この制度はへき地の医療について、

都市の病院からの観点でしか見ていないの

ではないかと考えます。なぜなら、結果的

に、一定期間、後期臨床研修医をへき地に

派遣して、そこで臨床の経験を積ませる、

そして腕を上げ、１人の臨床医になって都

市の病院へ帰ってきてもらうということに

なるのではないかと考えます。それは、あ

まりにも都市の病院の都合に合わせ過ぎだ

と考えられます。このような制度で医師不

足の解消になるのでしょうか。  

 そこで、私は一つの提案をしたいと思い

ます。  

 この「バディホスピタルシステム」はこ

れからも後期臨床研修医のための制度とし

て残しておき、あわせて、提携を結んでい

る都市の病院がへき地の病院へ当番制で、

十分な数の、研修医でない医師を派遣する

というものはどうでしょうか。そのように

すれば、若い医師の技術向上と必要な数の

医師の確保の両方が満たされ、へき地での

医療環境は整うと思います。  

 １問目は以上です。   

                   

○高田高等学校（水元  舜）       

 続いて、二つ目に、ドクターヘリの出動

範囲について質問します。  

 

 
                  

 へき地では医療環境が整わないため、要

請せざるを得ないこともあると思います。

三重県は二つの基地病院で２カ月ごとに交

代で１機のヘリが配備されていますが、例

えば出動要請が重なったときなど、和歌山

のドクターヘリに要請しなければならない

ことがあると考えます。  

 そこで、三重県と和歌山県との県間の医

療の関係についてどのようになっているの

でしょうか。  

 ２問目は以上です。  

 

○高田高等学校（伊藤直司）  

 最後に、へき地での高齢者に対する医療

に関しての質問をします。  

 これからへき地では特に高齢化が進むと

考えられますが、そこでの治療や診療に際

し、介助、介護が必要な高齢者に対しての

サポート体制など現状、また、今後の整備

計画のことについてどのようになっている

のでしょうか。  

 この表をごらんください。  

 

（パネルを示す）  

※パネル資料は３８ページ下  

 
                  

見にくいですね。お手元の資料を参考に

してもらいたいんですけど、下のとこら辺

に、玉城町、あと、紀宝町というのがある

と思うんですけど、そこには在宅医療を行

っている施設が一つしかないことがわかり

ます。へき地で在宅医療を行っている件数

は、総合病院ではなく一般診療所のほうが

全体的に多いことがわかります。  

 また、へき地で休日や時間外の緊急往診

を行っている総合病院は、こっちの表なん

ですけど、ごらんください。  

 

（パネルを示す）  

※パネル資料は３９ページ上  

 

ないことがわかります。その理由は、や

はりへき地の医師不足につながるのではな

いかと私たちは考えます。  

 この在宅医療の問題は歯科医療にも及び

ます。在宅歯科医療については、私の父の

周りもそういうことで動いているんですけ

ど、玉城町をごらんください。紀宝町は病

院が１個しかないと言ったんですけど、緊

急往診は年に一回もありませんでした。玉

城は 11件とここに書いてありますが、 11件、

年間で緊急往診、いわば救急車を呼ぶまで

はいかないと思うんですけど、そういうこ

とが 11件あったということがわかります。  

 県議会は、もう少しこのへき地の在宅医

療並びに医師不足の問題を深刻に捉えたほ

うがいいのではないかと思います。  

 そして、提案としてこのようなことを考

えました。  

 最少人数での訪問医療を行うための遠隔

診療の導入、また、巡回診療車、ドクター

車、ドクターヘリってありますけど、それ



の車バージョンというか、救急車にお医者

さんが乗っているという形ですね、などの

移動式の診療施設や、公衆の施設を仮設診

療所として使用するのはどうでしょうか。  

このような手段をとったら、緊急往診の

問題も解決されるかなと思います。どうお

考えになられますか。  

 以上、３つのことについてお答えをお願

いいたします。  

                   

○健康福祉病院常任委員長（濱井初男）   

それでは、へき地医療に関して大きく３

つの点からご質問をいただきましたので、

それぞれについて私のほうからお答えをい

たします。  

 

 
 

 まず、医師不足に対する取組についてお

答えいたします。  

 本県のいわゆる「へき地」と言われる地

域においては、医師不足など医療体制の確

保に多くの課題があることから、県では

「へき地保健医療計画」を策定し、取組を

進めています。  

 「バディホスピタルシステム」は、へき

地医療拠点病院を含む医師不足地域の病院

に対して、他地域の基幹病院から一定期間

医師を派遣する取組であり、双方の病院に

対して、県として一定の財政的支援を行っ

ています。現在、派遣される医師は後期臨

床研修医となっています。この後期臨床研

修医にとっては地域医療を経験するまたと

ないよい機会であると評価される一方で、

派遣先においてはまだまだ指導体制が整っ

ていないということで課題があるとされて

いるところです。  

 その他の医師確保としましては、卒業後

一定期間三重県内の医療機関で就職するこ

とによりまして返還が免除になります、ご

存じの「医師修学資金貸与制度」や、毎年

数名の高校生等を自治医科大学に入学させ

まして、卒業後、貸与された修学資金の返

還が免除となる義務年限、いわゆる、例え

ば６年の修行年数ですと 1.5倍の９年であ

りますけれども、これを終了するまでの間、

三重県職員として県内のへき地医療機関等

に派遣する、三重県職員として派遣するな

どの取組も行っているところです。  

 加えて、平成 24年に設置しました「三重

県地域医療支援センター」では若手医師を

対象に、医師不足病院を含む複数の医療機

関をローテーションしながら専門医資格を

取得できる独自の後期臨床研修プログラム

の運用を開始する予定となっております。

このプログラムは医師の地域偏在を解消す

るために原則全ての診療科を対象にしてい

まして、医師不足病院の研修も含めた内容

となっており、全国初の取組です。  

 県では、これらの医師確保対策や診療支

援の取組などにより、へき地医療体制の整

備を進めています。  

 県議会では、健康福祉病院常任委員会で

は地域医療体制の整備を、今年度特に重点

的に調査する項目の一つとしております。  

先日、へき地の医療機関であります尾鷲

総合病院と、そして志摩病院へ赴きまして、

現状や課題について調査をしたところでご

ざいます。  

今回提案をいただきました分も含めまし

て、本会議や委員会などで引き続きしっか

りと審議し、へき地での医師確保が進むよ

う、今後の動向を注視していきたいと、こ

のように考えております。  

 次に、ドクターヘリの出動範囲です。  

 平成 24年２月から三重県全域の三次救急

医療体制の充実を目的にしまして、三重大

学附属病院と、そして伊勢赤十字病院の２

カ所を基地病院としたドクターヘリの運航

を開始しております。  

 ドクターヘリの広域連携については現在、

東紀州地域において出動要請が重なった場

合に、和歌山県のドクターヘリの応援を受

けております。今後、さらなる広域連携体

制の構築に向けて、三重県ドクターヘリの

和歌山県、そして奈良県への応援体制の構

築について協議を始めるとともに、さらに、

愛知県、岐阜県、静岡県、そして長野県、

三重県、この５県が構成員となるドクター

ヘリ連携会議におきまして、相互応援のあ

り方など、より一層近県との連携について

検討を進めています。  

 最後に、へき地における高齢者の医療体

制 の 整 備 で す が 、 へ き 地 が 多 く 含 ま れ

る・・・  

 

○議長（出口千紗）  

 申し合わせの時間が過ぎておりますので、

答弁は簡潔にお願いします。  

 

 



○健康福祉病院常任委員長（濱井初男）  

 県南部では特に高齢化が進み、高齢者に

対する医療提供体制が課題です。高齢者の

方が住みなれた地域で必要な医療・介護サ

ービスを受け、安心して自分らしい生活を

送るには、地域の医療、介護の関係機関が

連携し、包括的で、そして継続的な在宅医

療・介護の提供を行うことが必要です。  

 県では在宅医療の充実を図るために、三

重県地域医療再生計画等に基づき、市町の

在宅医療提供体制の構築に向けた取組の支

援、そして、医師の在宅医療の参加促進や、

訪問看護ステーションの運営基盤の強化、

そして、県民に対する在宅医療、在宅みと

りの普及啓発等を行っております。  

 県議会といたしましても、今回いただき

ました提案も含めて、在宅医療の問題につ

きまして、本会議や委員会などで引き続き

しっかりと議論をしながら審議し、県の取

組がよりよいものになるように県当局と十

分に議論を深めていきたいと、このように

考えております。  

 

○高田高等学校（伊藤直司）  

 丁寧な答弁、ありがとうございました。  

 以上で質問を終わります。（拍手）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議長（出口千紗）  

 次に、四日市高等学校、 20番  今西優果

議員、 21番  長野真帆議員、 22番  山村知

暉議員。  

 

                  
〔四日市高等学校  今西優果議員、  

長野真帆議員、山村知暉議員〕  

                   

○四日市高等学校（長野真帆）  

 四日市高校の長野真帆です。四日市高校

からは、女性の人権と子どもの人権につい

て質問します。  

 

 
   

 私たちの四日市高校では伝統的に、自分

たちで課題を見つけ、自分たちで考え合う

人権学習を行っています。 2012年度は大統

一テーマを、「女性の人権にかかわる問

題」としました。  

 まず、社会学者の上野千鶴子先生をお招

きし、「女性学、男性学の勧め」という演

題で人権講話をしていただきました。私た

ちは、上野先生のお話から、女性だから、

男性だからという性差を超え、１人の人間

としてお互いの人権を尊重し合う社会をつ

くらなければならないと思いました。  

 そこで、そのような社会を実現するため

の途中の段階として、私たちが今取り組ま

なければならない女性の人権に関する個別

テーマについてクラスで討論し、その後、

クラスの代表者が集まり「人権全校討論

会」を行いました。  

 討論会では、「政治、経済、教育」の３

分野に分かれてグループ討議し、政策提言

を考えました。政治分野については国会議

員の一定定数を女性にする、経済分野につ

いては女性管理職の割合を一定程度義務化

する、教育分野については小中から女性の



人権についての学習をしっかりと行うなど

の提言をまとめました。そして、女性の人

権がまだ十分に尊重されていない社会の現

状を改善するために、今後もみんなで考え

続けていこうと、全校で共通認識しました。  

 そこで、女性の人権、とりわけ仕事と子

育ての両立支援について質問します。  

 私の住んでいるいなべ市藤原町では、高

齢者の方々から話を聞くと、男は外で働き、

女は家を守るという価値観がいまだ根強い

ように感じます。私は、その古い価値観を

変えていかなくてはならないと考えます。

なぜならば、グローバル化が進み、多様な

価値観が尊重されるこれからの社会には、

男性中心の視点や考え方を、男女を問わず

普遍的なものに変えていく必要があると思

うからです。  

 私は将来、三重県内で生活し、仕事と子

育てを両立したいと考えています。しかし、

私はとても不安です。なぜならば、緊急時

に子どもを預かってくれる施設や頼れる人

がおらず、子どもを１人にしなければなら

なくなってしまうかもしれないと思うから

です。  

 そこで、親が働きながら安心して子育て

ができる環境をより一層充実させていくた

めに、三重県が中心となって緊急時でも子

どもを預かってくれる施設の設置といった

保育環境の整備に取り組んでほしいと思い

ますが、いかがでしょうか。  

 

○四日市高等学校（山村知暉）  

 四日市高校の山村知暉です。  

 

 
                  

 2013年度の「人権学習」では、前大阪大

学総長で哲学者の鷲田清一先生をお招きし、

「＜あなた＞にかわりはいるか？」という

演題で人権講話をしていただきました。鷲

田先生は、「誰かが疲れているときに、い

つでも＜あなた＞の代わりになってあげま

すよという温かい双方向の人間関係がこれ

からの社会には必要だ」と説かれました。  

 そこで、理想的な社会のあり方や人権の

本質について語られた鷲田先生のお話を踏

まえて、高校生の私たちにとって特に身近

である子どもの人権にかかわる問題を人権

学習の統一テーマとしました。そして、各

クラスで子どもの人権についての個別テー

マを定めて討議し、引き続いてクラスの代

表者が集まり全校討論会を行いました。  

 討論会では、各クラスのテーマを内容別

に子どもが生まれる前と生まれた後に分類

し、「三重県子ども条例」を参考資料とし

て意見を出し合いました。  

 まず、生まれる前をテーマとした議論の

中では、「三重県子ども条例」がどこまで

胎児の人権について定めているのかを話し

合いました。しかし、よく理解できません

でした。  

 そこで、まず、一つ目の質問です。  

 三重県は胎児の人権の保護についてどの

ようにお考えなのかお聞かせください。  

 次に、生まれた後をテーマとした議論の

中では、子どもが自分の意思を尊重されて

自由に生活して、果たして本当に幸せにな

れるのかという意見も出たりして、「三重

県子ども条例」の具体的なイメージがもう

一つつかみ切れませんでした。  

 そこで、二つ目の質問です。  

 三重県は、「三重県子ども条例」の理念

が実現された社会は具体的にどのような社

会だと考えているのか、高校生の私たちに

もわかるように教えてください。  

 子どもの人権は、とりもなおさず私たち

自身の人権です。それが真の意味で尊重さ

れるとは具体的にどういうことか、目指す

べき社会とはどのようなものか、考え続け

ていきたいと思います。  

                  

○健康福祉病院常任委員長（濱井初男）  

 子どもを産み育てやすい社会を実現する

には、女性が出産後も仕事を続けて、そし

て、育児との両立を図ることができる環境

づくりが非常に大切なことだと考えており

ます。  

 

 
 

しかし、現状では、妊娠、出産を機に退

職する女性の割合は依然として高く、男性

の育児休業の取得率や育児へのかかわりは



低調となっております。こういった状況を

改善していくためには、仕事と育児の両立

を支援する制度を整えるとともに、育児に

対する男性の意識改革も必要となってきま

す。  

 県では少子化対策の一環として、「子ど

も・思春期」、「結婚」、「妊娠・出産」、

「子育て」のライフステージごとに、これ

までの取組に加えて、産後ケア体制の整備

や男性の育児参加など新たな取組を加えた

切れ目のない支援を行うこととしておりま

す。  

 ご質問にありました、緊急時に子どもを

預かる施設の設置など、保育環境の整備に

ついては各市町において、病院、保育所等

で病気の児童あるいは病後の児童を一時的

に保育する取組、家庭において保育を受け

ることが一時的に困難になった乳幼児を、

認定こども園、そして保育園、幼稚園など

の場所で一時的に預かり必要な保護を行う

取組、ファミリーサポート事業として、子

育てを援助してほしい人と援助したい人と

の連絡調整などの取組などを行っていると

ころです。  

 県が設置している施設はありませんけれ

ども、市町に対し運営費の援助などの支援

を行っているところです。  

 また、安心して子育てができる環境づく

りとして、保育士の確保や延長保育、放課

後児童クラブへの支援等を行うとともに、

子どもを支える地域づくりや子どもを守る

取組などを進めています。  

 県議会におきましても、少子化対策は健

康福祉病院常任委員会において、今年度重

点的に調査する一つの項目としております。  

今後も国の動向に注意しながら、少子化

対策としての取組内容や進捗状況などにつ

いて本会議や委員会の場などで積極的に質

疑を行うなどして、県の取組がさらに効果

的なものになり、みなさんが大人になった

ときに安心して仕事と子育てが両立するこ

とができる社会になるよう調査審議を深め

ていきたいと考えております。  

 次に、「三重県子ども条例」では、子ど

もが生まれながらにしてあらゆる暴力や差

別から守られ、安心して生き、自分の意見

が尊重され、認められていると実感される

ことで自己肯定感を高め、幸福を感じてい

ること、また、学校や家庭をはじめとする

地域社会での経験を通じて人とのかかわり

や多様な価値観に触れ、人を思いやる心や

自らの課題を乗り越える力を身につけて、

次世代を大切に育てることができる大人へ

育っていく社会を目指しています。  

このような社会を実現するために我々大

人は、子どもを１個の人格として尊重する

とともに、何が子どもにとって最もよいこ

となのかを考え、子ども一人ひとりが持つ

多くの可能性や力を信頼することが必要と

なります。  

 「みえの子ども白書 2012」の「三重県子

ども条例」に基づいた子どもたちのアンケ

ート調査の結果では、自分にかかわること

を決めるときに、大人が意見を聞いてくれ

ると答えた子どものほうが、聞いてくれな

いと答えた子どもよりも、自己肯定感とい

いますが、自分のことが好きだと思ってい

る割合が高く、生活している中で、また、

大切にされていると感じている子どものほ

うが、将来自分が育った環境に住みたいと

思う割合が高いという結果となっています。   

このようなアンケート調査結果からも、

大人が子どもの意見をしっかりと聞く姿勢

が子どもの自己肯定感を高めていることや、

大人から愛情を感じることが地域への愛着

につながっているということにつながって

いると思います。  

 なお、ご質問にありました胎児の人権の

保護について、「三重県子ども条例」では、

具体的には定めていません。「三重県子ど

も条例」は子どもの権利条約の理念にのっ

とっていますが、子どもの始期、始まる時

期ですが、この子どもの始期は、国によっ

て法律、文化が大きく相違することから、

この条約では子どもの始期を具体的に定め

ず、各国の解釈、制度に委ねています。日

本では民法で私権の共有は出生に始まると

定められておりますことから、子どもの権

利条約の「子ども」に胎児は含まれない、

条約の権利享受の主体は出生時以後の人で

あると解されています。  

 県議会におきましても、子ども条例の目

指す社会の実現に向けて、県の取組がさら

に効果的なものになるよう十分に調査審議

を深めていきたいと、このように考えてお

ります。  

 以上、答弁とさせていただきます。  

 

○四日市高等学校（山村知暉）  

 答弁ありがとうございました。  

 以上で質問を終わります。（拍手）  

 

 

 

 

 

 

 



○議長（出口千紗）  

 次に、松阪商業高等学校、 23番  玉城ダ

ニエル議員、 24番  板倉稔功議員。  

 

 
〔松阪商業高等学校  玉城ダニエル議員、  

  板倉稔功議員〕  

                  

○松阪商業高等学校（玉城ダニエル）  

 こんにちは。ただいまから、松阪商業高

校の質問を始めます。よろしくお願いしま

す。  

 私たちからは、三重県の「観光産業の振

興」について提案します。  

 

 （パネルを示す）  

※パネル資料は３９ページ下  

 
                  

昨年、式年遷宮があった伊勢神宮、世界

遺産登録 10周年を迎えた熊野古道、Ｆ１レ

ースで世界的に有名な鈴鹿サーキット、伊

賀の忍者など、三重県の少し自虐的なキャ

ッチフレーズ「実はそれ、ぜんぶ三重なん

です！」、プラス志摩スペイン村も楽しい

ところです。このように三重県には魅力が

いっぱいあるのですが、その発信は難しい

と思います。  

 そこで、私たちは次のようなフローチャ

ートを考えました。  

 

 （パネルを示す）  

※パネル資料は４０ページ上  

 

 「１ .県民がコミュニケーションスキル

を身につけてワクワクする。」「２ .流行

に便乗して、ワクワクしながら情報発信す

る。」「３ .興味を持った人がワクワクし

て観光客になる。」  

 このように、県民がワクワクしてお客さ

んがワクワクすると、観光産業の振興に結

びつくと思います。そのための私たちの提

案が、「１ .コミュニケーションスキルア

ップ」「２ .流行にのった情報発信」の二

つです。  

 

○松阪商業高等学校（板倉稔功）  

 まず、「コミュニケーションスキルアッ

プ」についてです。  

 以前はコンピューターやインターネット

に関する技術の総称をＩＴと略されて使わ

れていましたが、最近はＩＣＴといいます。   

Ｃとはコミュニケーションです。私たち

は松阪商業高校で、簿記やコンピューター

の知識はもちろんですが、コミュニケーシ

ョンの大切さを学んでいます。物事を理解

するとワクワクしませんか。学校の勉強も

そうですが、何か知識を身につけると、そ

れを使いたくなります。コミュニケーショ

ンのツールといえば、インターネットが欠

かせないものです。コンピューターやスマ

ートフォンの普及率も高くなり、インター

ネットでの情報発信が自由にできる環境に

なってきました。しかし、情報発信のスキ

ルがない方々がたくさんいることも事実で

す。  

 そこで、県全体を挙げて、「情報発信講

座」を三重県各地で展開していくのはどう

でしょうか。県の職員の方々が中心となり、

市や町の自治体や商工会議所、学校の協力

を得ながら、子どもから大人や老人まで、

「誰でも」「気軽に」参加できる講座を展

開することで三重県民全体の情報発信スキ

ルを上げることができると思いますが、い

かがでしょうか。  

 また、情報発信スキルを上げても、言語

が日本語だけなら範囲も限られてしまいま

す。  

 

（パネルを示す）  

※パネル資料は４０ページ下  

 
                  

統計では、三重県の観光客は中国語圏の

方が多いようです。しかし、世界的に見て、

グラフにあるように母語がスペイン語であ

る人口は意外と多いことを知りました。だ



とすると、逆に、ヨーロッパの人たちにも

っとアピールしなければならないと考えま

した。  

 さらに、三重県には志摩スペイン村があ

ります。スペイン村で働いているスペイン

人の方の協力を得て、スペイン語講座を情

報発信講座とあわせて行えば、さらに三重

の魅力発信が高まると思いますが、いかが

でしょうか。  

 

○松阪商業高等学校（玉城ダニエル）  

 次に、流行に乗った情報発信についてで

す。  

 誰でも、ファッションや言葉などの流行

に乗ると楽しくなります。そこで、三重県

で最も観光客が多い伊勢神宮について考え

てみました。  

 歴史的に見ると、江戸時代、「おかげま

いり」が流行しました。十分な旅行費用が

ない旅人でも、道筋の人たちは伊勢神宮に

お参りする人に食べ物や宿泊の場所を与え

てくれました。当然、三重県の住人も「お

かげまいり」は心得ていて、「おかげまい

り」をする人たちをもてなす気持ちはどこ

の県にもまさると思います。  

 昨年、東京オリンピック招致で「おもて

なし」という言葉が世界的に話題になりま

した。三重県民にとってこの「おもてな

し」は、実績がある行為だと思います。今、

この「おもてなし」と「おかげまいり」の

情報を発信するチャンスです。私たちは、

この情報をフランスやスペインなどヨーロ

ッパに発信することはできないか考えまし

た。例えば、フランスは萌え系アニメが大

流行しています。そこで、その大流行に乗

せ、萌え系アニメで「おかげまいり」をア

ニメ化し、「おもてなし」の心を発信する

のはどうでしょう。少しでも三重に興味を

持っていただくためには、流行に乗った情

報発信についても考えてみてはどうかと思

いますが、いかがでしょうか。  

 先ほどのコミュニケーションスキルアッ

プの提案も含め、答弁をお願いします。  

                 

○戦略企画雇用経済常任委員長（津田健児）  

 玉城ダニエル君、板倉稔功君の三重県民

がもっとワクワクすることで観光振興をと

いうことでの質問に対して答弁をさせてい

ただきます。ダニエル君に負けないように、

大きな声でさせていただきます。  

 

 
 

 今回、県民がワクワクすることで観光産

業の振興をとの提案をいただきましたが、

全くそのとおりだと思います。それは、自

分自身が楽しく感じ得ないものを他人に勧

めても、相手に本当の楽しさが伝わらない

からでございます。したがって、三重県の

観光を盛り上げるために、県民一人ひとり

にワクワク感を感じてもらわなければなり

ません。  

 その上で、まず、提案いただいたコミュ

ニケーションスキルの向上ですが、観光情

報の発信を主な目的とした一般県民向けの

情報発信講座については、現在、本県とし

て特に実施しているわけではありません。  

しかし、コンピューターやスマートフォ

ンの普及が進む中、インターネットを通じ

た情報発信能力を持つ人々の協力を得なが

ら本県観光のＰＲを一体となって進めるこ

とは効果的であります。  

 そこで、スキルを有する人材養成につい

て、今後、関係機関と協力し合っていくこ

とは有効かと思います。  

 他方、観光におけるコミュニケーション

は、インターネット上に限るものではあり

ません。みなさんご存じの「三重県観光キ

ャンペーン～実はそれ、ぜんぶ三重なんで

す！～」では、観光客の周遊性、滞在性を

高めることを狙いとした、スタンプラリー

機能を備えた「みえ旅パスポート」を発行

していますが、「みえ旅案内所」での窓口

担当者とのスタンプ押印のやりとり等を通

じて旅先で土地の人とコミュニケーション

を図ってもらい、本県での観光をより思い

出深いものにしていくことを狙いとしてい

ます。キャンペーン期間はまだ１年半以上

ありますので、ぜひ多くの方がこのパスポ

ートを手に県内の案内所を回られるととも

に、地元県民が「おもてなし」の気持ちを

持って旅行者を温かく受け入れていただく

ことを願っています。  

 また、志摩スペイン村従業員の協力を得

たスペイン語講座実施についてですが、残

念ながら、現状ではそのような事例はござ

いません。本県ではこれまで、スペイン語

表記の外国人向けホームページでスペイン



語圏の方々に三重の魅力を発信していると

ころですが、ご提案のように、県内にスペ

イン村があるという地の利を生かして県内

在住のスペイン人の方々との交流を深めて

いくことは、今後検討すべき課題であると

思います。  

 次に、流行に乗った情報発信に関してで

すが、「おもてなし」や「おかげまいり」

は現在、日本あるいは三重県をＰＲする上

でのキーワードの一つと言えます。特にフ

ランスでは日本文化に対する関心が高いこ

とから、本県は伊勢神宮や熊野古道といっ

た神話の時代から受け継がれる精神文化を

持つ地のほか、海女、真珠、忍者など、他

県にない観光資源を武器に、欧州人にとっ

てのブランド化を目指していくことが有効

と思われます。  

 また、熟年層が日本の文化的背景に関心

を持つのに対し、若年層はアニメやゲーム

など日本のポップカルチャーに興味を示し

ており、フランスで開催される日本文化の

祭典であるジャパンエキスポは毎年最多来

場者数を更新している状況で、昨年の場合、

４日間で 23万 2876人が来場するほどの人気

を博していると聞いています。  

 提案いただいた萌え系アニメと「おかげ

まいり」がマッチするかどうかはわかりま

せんが、こうした日本のポップカルチャー

を愛する若年層をターゲットに、三重県へ

の関心をうまく引きつけられるよう、ＳＮ

Ｓを用いた外国語による情報発信や、メデ

ィア関係者を招いた旅行などの実施など、

効果的なＰＲ活動をさらに重ねていく必要

があると思います。  

 いただいたご意見は委員会での議論の参

考にさせていただきたいと思います。これ

からも、勉強にスポーツに、大いに頑張っ

ていただきたいと思います。  

 終わります。  

 

○松阪商業高等学校（玉城ダニエル）  

 答弁ありがとうございました。非常に落

ちついた声で心が揺れました。ありがとう

ございます。  

 これで質問を終わります。（拍手）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議長（出口千紗）  

 次に、上野高等学校、 25番  田中沙奈議

員、 26番  東  佳世議員。  

 

 
〔上野高等学校  田中沙奈議員、  

東  佳世議員〕  

                  

○上野高等学校（田中沙奈）  

 ただいまから、上野高等学校の質問を始

めます。  

 普通科２年の田中沙奈です。  

 まず、高校教育にかかる費用についてお

聞きします。  

 私たち高校生は、将来の夢の実現を目指

し、自らの個性や能力、適性に応じた高校

を受験して、今、その高校で一生懸命に勉

強に励んでいます。高校を受験したときに

はあまり意識しなかったのですが、通学距

離の長い生徒にとって、通学の大変さを日

に日に実感しています。同時に、通学にか

かる費用が地域によってこんなに格差があ

るとは思ってもみませんでした。通学経路

や鉄道会社、バス会社で価格が違うことは

理解できますが、あまりにも格差が大きい

と思います。  

 次の図をごらんください。  

 

（パネルを示す）  

※パネル資料は４１ページ上  

 
  

例えば、名張方面から上野高等学校へ通

学しようとすると、１カ月の定期で約１万

800円程度かかります。同じく、名張から

津方面へ通学する場合には約 5500円程度で

す。熊野地域では、紀伊長島から熊野方面

では約１万 2500円程度かかります。南勢地

域ではバス通学が多く、通学フリー定期で

は１カ月１万 5000円です。  



 また、通学費に加え、上野高校では授業

料以外に、修学旅行の積み立て４万 5000円

や生徒会費 4800円をはじめ、ＰＴＡ会費、

教材費などで年間約 12万円程度かかってい

ます。ほとんどの高校はこれくらいの学校

諸費は必要だと聞きました。  

 平成 22年度から高校生の授業料が無償化

になりましたが、平成 26年度からは所得制

限が設けられ、授業料が必要な家庭も出て

います。就学支援金制度があると聞いてい

ますので、家庭の収入による格差は少しは

緩和されると思いますが、いずれにしても、

高校教育を受けるには多くの費用が必要で

す。今では高校への進学率が 98％だという

ことを聞いています。つまり、ほとんどの

中学生が高校に進学する時代です。  

 そこで、高校生の通学に関する費用の均

一化ができるような制度、例えば通学費用

を一定額補助するような制度を創設するこ

とができないでしょうか。また、授業料以

外にかかってくる費用について、県として

どのように考えているかお尋ねいたします。  

 

○上野高等学校（東  佳世）  

 次に、若者の活動場所についてお聞きし

ます。  

 普通科２年の東佳世です。  

 私たちは、将来の夢の実現を目指して、

毎日学校で勉強や部活動に励んでいます。  

私たちの学校では１日に７時限の授業が

あり、それが終わったら７時の完全下校ま

で部活動をすることができます。ほとんど

の生徒が部活動に入っていて、それぞれ一

生懸命に活動をしています。また、勉強し

たい人や読書が好きな人は、学校の自習室

や図書館で活動をしています。  

 しかし、時間的な制限があり、先生方が

会議をするときには図書館は閉まってしま

います。自習室などは、先生方が当番で残

ってくれていますので、７時までは使用さ

せてくれますが、それ以降は無理です。家

に帰って勉強すればよいと思うのですが、

電車の待ち時間や迎えに来てもらう時間を

利用してもう少し勉強したいと思うときに

はなかなか活動する場所がありません。  

 この写真をごらんください。  

 

（パネルを示す）  

※パネル資料は４１ページ下  

 
                  

これは、学校で勉強できないときに伊賀

市図書館で勉強している様子です。たくさ

んの学生が勉強しています。  

 また、私の友人は、複数の学校の生徒が

集まってバンド活動をやっています。複数

の学校ですので学校での練習をすることが

できず、活動するときにはスタジオを借り

るそうですが、結構費用もかかり困ってい

るようです。また、別の友人はボランティ

ア活動のグループに入っているのですが、

集まってミーティングを行う場所の確保が

難しいときがあると言っていました。  

地域で活動する若者が増加することで、

地域を愛する気持ちが育つと考えられます

し、地域を支える人材になっていくと思い

ます。  

 そこで、若者が時間を気にせずに自由に

使用することができて、費用もあまりかか

らないような活動場所、例えば、県庁舎や

県立の施設を休日や夜間に自由に開放する

など、場所の確保をすることができないか、

お尋ねします。  

                  

○教育警察常任委員長（吉川  新）  

 高校教育にかかる費用についてでござい

ますが、平成 26年度の文部科学省の学校基

本調査では、高等学校等進学率は 98.4％と

なっています。  

 

 
 

家庭の経済状況にかかわらず、全ての高

校生が希望に沿った進路を選択し、安心し

て勉学に打ち込めるよう、「高等学校等就

学支援金」制度が導入され、高等学校の授

業料負担に対する経済的な支援が行われて

おります。  

 



 通学費につきまして、文部科学省の平成

24年度「子どもの学習費調査」におきまし

て、公立高等学校で年額約４万 6000円、私

立高等学校では年額約６万 9000円という調

査結果が出ております。この金額は、公立

高等学校におきましては学校教育費の約２

割、私立高等学校におきましては約１割の

割合を占めております。  

 これらの数字は統計上の数値でございま

すので、実際には、利用している鉄道やバ

ス会社の経営状況や、そんな事情で格差が

ございます。  

 また、県内では鳥羽市とか大紀町におき

まして、市内や町内の在住者に対する高等

学校の通学費の補助制度を設けているとこ

ろがございます。鳥羽市や大紀町の通学費

の補助制度は、実は子育て支援の切り口か

ら行われております。ですから、定住促進

の一つの施策として行われているわけでご

ざいます。  

 高校生の通学に関する費用の均一化を図

る制度につきまして、県における鉄道やバ

ス会社などの運行会社とのかかわり方、ま

た、既に市町村が行っている施策との整合

性、重複、また、通学範囲には制限を設け

るべきなのかどうか、そういった課題がい

ろいろとございます。そういった課題が整

理された上、なおかつ、県の厳しい財政状

況の中でこの施策の優先順位をどう考えて

いくかといった議論が不可欠になります。  

 また、授業料以外の学校諸費につきまし

ては、個々の学校で判断いただいて、削減

できる部分については削減努力をしていた

だいているものと考えております。  

 一方で、先ほど触れました文部科学省の

平成 24年の「子どもの学習費調査」におき

ましては、収入の高いご家庭ほどほかの補

助学習の費用も多く使っているという結果

も出ております。学習機会の均等につきま

しては当委員会においても継続的に議論し

ていかなければならない課題であると認識

をしております。  

 県議会として、今回みなさんからのご提

案も踏まえた中で、高校学校教育の費用の

問題についてはしっかりと調査をしていき

たいと考えています。今回は貴重な提案あ

りがとうございました。  

 続きまして、若者の活動場所についての

質問でございます。  

 高等学校の施設を生徒であるみなさんが

利用する場合に、その使用時間等、各学校

に一任をいたしております。例えば桑名高

校では、自習するために各教室や自習室に

19時まで、また、土曜日は 17時まで開放し

ていると伺っております。また、松阪高校

も平日に各教室や自習室で 18時 50分まで開

放しているというふうに聞いております。  

 質問いただきました上野高校も時間的な

制限がございまして不便を感じられている

部分もあるでしょうが、学校とするとその

子どもたちの帰宅のときの安全の確保も気

にしなければならないわけでございます。

そういった事情から今の時間が設定されて

いると・・・  

 

○議長（出口千紗）  

 申し合わせの時間が過ぎておりますので、

答弁は簡潔にお願いします。  

 

○教育警察常任委員長（吉川  新）  

 県庁舎や県立の施設の休日や夜間の自由

開放につきましても、帰宅時の安全性も考

える、施設、情報の安全管理や執務との関

係など、整理すべき課題がたくさんござい

ます。また、バンド活動になりますと防音

設備がなくてはならないと、そういった問

題もございます。公共施設を管理する側か

らすると、施設を適切に管理する責務がご

ざいますので、時間制限を設けず、目的を

問わずといった形でみなさんに利用してい

ただくのは非常に難しいと考えております。  

 質問にありましたボランティアの活動場

所につきましては各市町に、最寄りに市民

活動支援センターというのがございまして、

そこで活発にボランティア活動をやってお

るグループもございます。そういったとこ

ろの窓口でご相談いただければと思います。  

 市民活動支援センターでは、会議や情報

交換をする場所の提供といったボランティ

ア活動を個別に支援をしております。交流

の機会や情報を活用いただいてネットワー

クを広げるなどして、人間的成長を促す絶

好の機会である社会の奉仕活動を継続して

いただきたいと思います。  

 県議会としては、みなさんのご提案も踏

まえた中で、将来のまちづくり、地域のあ

り方を考えるに当たり、若者の活動場所の

確保についてもしっかりと調査をしていき

たいと考えているところでございます。今

日は貴重なご提案ありがとうございました。  

 

○上野高等学校（東  佳世）  

 答弁ありがとうございました。  

 以上で上野高校の質問を終わります。

（拍手）  

 

 

 



○議長（出口千紗）  

 これをもって本日の会議は終了いたしま

した。  

 以上をもって、みえ高校生県議会を閉会

いたします。（拍手）  

 

○三重県議会副議長（奥野英介）  

 高校生議員のみなさん、大変お疲れさま

でした。  

 ここで、山口教育長より本日の感想をい

ただきます。  

       

教育長の感想  

 

 
                    

○教育長（山口千代己）  

 高校生議員のみなさん、本当にお疲れさ

までした。  

 本日は、聾学校、公私立の高校生のみな

さん、８校 26名の方々に参加いただきまし

た。  

私が高校生のときには、正直申し上げま

して、三重県に関してみなさんほど問題意

識はありませんでしたので、大変頼もしく

感じました。本日の質問では、防災、地域

産業の活性化、へき地医療、人権など、幅

広いテーマでなされましたが、今日は教育

に関する質問も出ましたが、教育長答弁が

なくてよかったな、厳しい答弁だったなと、

どう答えるだろうかなというふうに思わせ

ていただきました。  

 感動したこと、３点あります。  

 みなさんが日ごろの生活とか学校での生

活の中で、気づきやアイデアをもとに調査

研究した上での質問であったかなと、ある

いは提案であったかなと思うこと、それか

ら、よりわかりやすく視覚に訴える資料を

作成していただいたことが１点目です。  

 ２点目は、いずれの質問もここ数年、県

議会で議論されたテーマであって、みなさ

んの三重県政や社会への関心が高いなと思

わせていただいたこと。  

 ３点目は、県政で使われている「三重県

経営方針」だとか「三重県子ども条例」と

いう言葉を織り交ぜながら議員の先生方に

質問されているというコミュニケーション

が成立していたのかなということが３点、

感動したことでございます。  

 お願いしたいことが２点ございます。  

 みなさんは今日、答弁を聞かれましたが、

もう少し本当は聞きたいなと、追加の質問

をしたいなとか、あるいはわからない言葉

もあったのではないかなと思います。今後

さらに、みなさんが調べ学習をさらに進め

ていただいたり、あるいは、県議会にはホ

ームページというのがございますので、自

分で質問した事項をフォローアップして、

先生方、どんな質問、あるいは県当局はど

んな答弁をしているんだろうかなというこ

とをフォローアップしていただければなと

思います。  

 ２点目は、永田議長の挨拶にもありまし

たが、若者の政治離れが懸念される中です

が、みなさんは大体 16歳から 18歳の年齢で

す。間もなく 20歳になると選挙権を持つわ

けですから、自分たちの生活がより豊かな

ものとなるためにも、県政をはじめ国政だ

とか市町政治についても引き続き関心を持

っていただければなと思います。  

 結びに当たりまして、本日引率された先

生、あるいは傍聴されて温かく見守ってい

ただいた方々、高校生の諸君にこのような

機会を与えてくださった広聴広報会議委員

をはじめ三重県議会のみなさまに深く感謝

を申し上げて、感想とさせていただきます。  

 本日は、高校生議員のみなさま、本当に

お疲れさまでございました。（拍手）  

                  

副議長あいさつ、閉会  

 

○三重県議会副議長（奥野英介）  

 ありがとうございました。  

 最後に、私から閉会の挨拶を申し上げま

す。  

 
                  

 高校生議員のみなさんにおかれましては、

本当にお疲れさまでございました。恐らく、

この議場に入るのも初めての経験であり、

その中で高校生議員として発言することは

大変緊張されたのではないかと思います。  

 ここに座っておられる委員長さん方も答

弁は今までしなかったわけで、質問ばっか



りで、かなり委員長さん方も緊張されて、

私も今回、三重県議会としての初めての高

校生議会でしたのでかなり緊張して、うま

くいくかな、楽しくやれないかなというの

を感じながら、この２時間、やらせていた

だきました。  

 さて、本日はみなさんから、障がい者雇

用、スポーツ、農業、防災、医療や子育て

支援、観光、教育など、さまざまな分野に

わたり質問や提案をいただきました。いず

れも県政にとって大変重要な項目が取り上

げられ、しかも、それぞれの内容がしっか

り整理されており、大変感心させていただ

いたところでございます。学校での勉強や

日ごろの生活などを通じて感じられたこと

を、高校生であるみなさんの視点で考え、

まとめられた内容は、委員長が答弁するに

は大変難しいものがありましたが、いずれ

も貴重なご意見をいただいたものと思って

おります。  

 今後は議会としても、高校生のみなさん

のような若い視点を取り入れながら、議会

での議論をさらに充実させ、県民福祉の向

上につなげていかなければならないと考え

ております。  

 また、高校生議員のみなさんには、今回

の経験を通じて、県政や県議会に対する関

心をより一層高めていただければと思って

います。そして、未来を担うみなさんがそ

れぞれ目指される分野でご活躍され、その

ことを通じて三重県がより住みやすく、よ

り魅力ある県になっていければと、そんな

期待もさせていただきました。私にとって

も非常に有意義な１日でした。  

 最後になりましたが、本日の開催に当た

りまして、まず、参加いただいた高校生議

員のみなさん、そして、大変お忙しい中、

ご尽力賜りました各学校の先生方をはじめ

関係者のみなさん、そして、傍聴に来てい

ただいたみなさん、本当に本日はありがと

うございました。まだまだ厳しい暑さが続

きます。健康には十分に留意され、この夏

を越していただきたいと思います。  

 これをもちまして、みえ高校生県議会を

終了させていただきます。  

 ありがとうございました。（拍手）  

 

                  

午後３時８分閉会  


